空家等に関する情報提供シート及び同意書
令和　　　年　　月　　日

門真市長　様

空家等の相談について、下記のとおり申し込みます。

また、記載内容については、門真市と空家等対策に関する協定を締結している、（一社）大阪府宅地建物取引業協会京阪河内支部または（公社）全日本不動産協会大阪府本部大阪東支部に情報提供することに同意します。

　

記
	申込者情報
	〒

住所：

	
	（フリガナ）

氏名　　　　　　　　　

	
	電話番号
	
	携帯番号
	

	
	FAX
	
	e-mail
	


	申込者の権利関係
	□土地・建物の所有者　　□建物の所有者

	
	□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

	空家等の所在地
	

	希望する相談内容
	□賃貸　　□売却　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

具体的な内容：



	空家等の状況
	土地
	土地面積
	　　　　　　　㎡（地目：宅地・雑種地）

	
	建物
	用途
	□居住　□併用住宅　□倉庫　□その他（　　　　　　）

階層数（　　　2　階建て）

	
	
	構造
	□木造　□軽量鉄骨造　□鉄骨造

□その他（　　　　　　　　　　）　

	
	
	建物面積
	1階　　　　　　㎡　　2階　　　　　　㎡

	
	
	間取り
	　　　　 分　　　　　　　　　　　（例：3LDKなど）

	
	
	建築年月日
	（大正・昭和・平成・令和）　　　　年　　　　月頃

	
	
	空家等になった時期
	（大正・昭和・平成・令和）　　　　年前　　　　月頃

	
	その他
	書類関係
	□建築確認書　□登記事項証明書　□契約書等

□その他（　　　　　　　　　　）


	受付番号
	
	受付年月日
	年　　月　　日
	受付者
	


【情報提供から事業者決定までの流れ】

1 空家等の所有者等は市に「空家等に関する情報提供シート及び同意書」を提出

2 市は、不動産関連団体に①を情報提供

3 不動産関連団体は会員の中から取扱事業者を選定し、市に報告

4 市は当該空家等の所有者等に選定された取扱事業者を通知

5 選定された取扱事業者は当該空家等の所有者等に連絡し、相談を受け付ける
【情報提供シート提出に当たっての注意事項】

· ご記入いただいた個人情報は当該空家等の売買や賃貸等の取り扱いに関する相談・契約の目的以外には使用しません。
· 相談の結果、当該空家等の売買・賃貸等の取り扱いに関する契約を結んだ場合には、仲介手数料が必要となります。詳しくは取り扱い事業者にご確認ください。
· 市は、当該空家等に関する相談の結果について、不動産関連団体から報告を受けることとなっています。ただし、当該空家等の所有者等と取扱事業者との契約については関与しません。
【取扱事業者の方へ】

· 「空家等に関する情報提供シート及び同意書」は、当該空家等の登記や相続等の権利関係を証明するものではありませんので、必ず所有者等に内容を確認してください。

